
 

進路だより 

                                              

移動支援という障害福祉サービス 

 

視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人は、白
はく

杖
じょう

という杖
つえ

をつかって道路の状態
じょうたい

を確認
かくにん

しながら歩
ある

かれてい

ます。ただ、黄色い
き い ろ い

点字
て ん じ

ブロックの上に自転車
じてんしゃ

がとまっていたり、せまい歩道
ほ ど う

を自転車
じてんしゃ

がス

ピードを出
だ

して走
はし

ったり、とても怖
こわ

い思いをされていることも想像
そうぞう

できます。こうした視覚
し か く

障害
しょうがい

のある人には、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの一つ「同行
どうこう

援護
え ん ご

」というものがあります。これは、

ヘルパーの支援
し え ん

を受
う

けて行
い

きたい場所
ば し ょ

へ行
い

くことができるようにするものです。 

一方、知的
ち て き

障害
しょうがい

のある人には「移動
い ど う

支援
し え ん

」というサービスがあります。このサービスは

厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が各自治体
か く じ ち た い

（区
く

市町村
しちょうそん

）に委託
い た く

したサービスですので、外出先
がいしゅつさき

の範囲
は ん い

や利用
り よ う

負担
ふ た ん

などが地域
ち い き

によってちがっていることがあります。すでに、お子さんが放課後
ほ う か ご

デイサービス

などを利用している場合は相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の方に相談
そうだん

していると思います。日曜日や長期

休みの際に利用してみようという場合は相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

の方に相談
そうだん

してみるとよいです。 

はじめてサービスを利用しようとする場合は、お住まいのある障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

へご相
そう

談
だん

くださ

い。また、行動面
こうどうめん

でより支援
し え ん

が手厚く
て あ つ

必要
ひつよう

な場合
ば あ い

は、「行動
こうどう

援護
え ん ご

」というサービスになりま

す。 

 

「移動
い ど う

支援
し え ん

」というサービス 

＜ できること ＞  

①市
し

役所
やくしょ

や銀行
ぎんこう

、投票
とうひょう

などに本人が一人では行けないために移動
い ど う

支援
し え ん

を利用する 

②余暇
よ か

活動
かつどう

（文化的
ぶんかてき

施設
し せ つ

、コンサート、買い物
か い も の

、散髪
さんぱつ

など）に移動
い ど う

支援
し え ん

を利用する。 

＜ 方法 ＞ 

 ・個別型
こべつがた

・・・バスや電車などを利用して、ヘルパーがマンツーマンで移動 

 ・グループ型
がた

・・・同じイベントへ行くグループなどをヘルパーが支援 

＜ 相談 ＞・・・ 相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

と契約
けいやく

している方・・・相談
そうだん

支援
し え ん

専門員
せんもんいん

と相談 

           はじめてサービスを利用
り よ う

する方・・・障害
しょうがい

福祉課
ふ く し か

へ相談 

       ※直接
ちょくせつ

、移動
い ど う

支援
し え ん

サービスを行っている事業所
じぎょうしょ

へ相談
そうだん

するのも可 

        ただし、その後自治体との関わりが必要になります。 
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相談支援専門員とは・・ 

障害のある人が福祉サービスを 

利用できるようにサポートする人 



高等部 3年生 現場実習の様子 

高等部３年生は５月から本格的に実習が始まりました。３年生のテーマは「選ぶ・決める」です。また、

自分の進路についてしっかりと「自己選択・自己決定」それを支える「意思決定支援」ができるように「相

談」を丁寧に行っていきます。高校２年生の時には、まだ自分の進路について教員に相談する生徒はあ

まり見られませんでしたが、高校３年生になり、自分の進路について相談する生徒の姿が多くみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生企業は、これまでの実習経験からどのような仕事をしたいかが決まっている生徒が多く、希望の

職種で実習をしました。福祉事業所の実習は、本人に合う活動内容、環境等を考えた実習先で実習

をしました。昨年度と同じ事業所で実習をした生徒が半数以上で、昨年度できなかったことができるように

なっているといった評価やお話を多くの生徒がもらいました。 

【企業実習】 

企業での実習先は、物流の仕事が最も多く、ついで、会社や介護施設などでの清掃の仕事でした。そ

の他はファミリーレストラン等の厨房作業の補助、倉庫内での仕分け業務、病院や高齢者施設での補助

業務、リネン、店舗での品出しでした。３年生になると、就労に向けて本人の働きたい気持ちや意欲があ

るか、それが態度として表れているかがとても大切です。 

【福祉実習】 

福祉事業所での実習は、これまでより長い期間、また、通所方法や活動内容なども、卒業後を想定

しての実習が中心でした。新しい事業所が開設され、そこで実習に取り組んだ生徒もいます。普段とは違

う環境でも徐々に慣れて落ち着いて過ごせるか、利用者の方たちとの関係、一定時間集中して作業に

取り組めるか、職員さんの声掛けに応じて行動できるか等が大切になります。 

実習の様子をみていて、改めて日々の積み重ねの重要性を感じました。家庭や学校生活で取り組ん

でいることを継続して行い、実習先でも自然に出せるようにしていきたいですね。夏休み中も色々な手伝

いをしたり、公共交通機関を利用する等、次の実習に向けて取り組んでほしいです。 

   

 

 

２ 



２年生インターンシップ『知る、体験する、広げる』 
  
５月の連休明けから、企業・福祉事業所でのインターンシップ（短期就業体験）が始まり

ました。この時期の体験の目標は、働くことへの具体的なイメージをもつことと、できたこ

とを自信につなげることの２つです。 

昨年度のインターンシップの体験を生かしつつ、2 度目となるインターンシップでは、前

回体験した仕事とは違う職種や福祉事業所にチャレンジしています。また、自宅から公共交

通機関を利用して少し離れたインターンシップ先まで自分一人で行く経験をした生徒もい

ます。行動範囲を広げることや今まで知らなかった場所に一人で行けたという自信にもつ

なげることができたと思います。 

今までまったく興味のなかった仕事でも、「実際に体験してみたら面白かった」、「できる

か不安だったけど、自分でも意外とできた」と気づいた生徒も多くいました。その一方で、

慣れない作業や環境で「体力面で辛かった・疲れた・大変でした」と話す生徒もいました。

これらの感想は、生徒一人一人が働く現場を肌で感じ、色々なことを自分なりに考えたから

こその感想です。この気づきを大切にし、「やったことがある」という経験が生徒を大きく

成長させると思います。生徒それぞれが自分の課題を明確にし、色々な学びを得て卒業後の

進路先を決めていけるよう一緒に考えていきたいと思います。 

                       

 

ホームページでの動画
ど う が

視聴
しちょう

について 

  ホームページ上での動画
ど う が

視聴
しちょう

の形式で、進路
し ん ろ

情報
じょうほう

をご覧
らん

ください。 

 地域の事業所の見学等は、各事業所へご連絡の上ご見学されてください。 

 「学校を通じて、見学申し込みを」ということがありましたら、進路までお知 

らせください。 

本校ホームページ 「卒業後の進路」⇒「進路特設ページ」から  

          保護者の方へお知らせ済みの ID とパスワードを入力。 
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障害者職業能力開発校（小平）の見学 
 

障害者職業能力開発校が以下のように見学ができます。 

 

知的障害の方対象は月・木の 10:30～12:00   各１０名まで 

ご希望の方は、各自で下記問い合わせ先へ 

〈お問い合わせ先〉 

東京障害者職業能力開発校 能力開発課 能力開発担当 

電話：０４２－３４１－１４２７（９:00～17:15） 
 

詳しくは、東京障害者職業能力開発校のホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

次号は、 

１０月２6日（木）に 

発行予定です。 

ＪＲに乗る（障害者手帳の割引） 

 たとえば、愛の手帳ですと等級が１度～４度とありますが、「第１種」と「第２種」と

いう鉄道等の利用時の扱いの違いを示すものもあります。 

知的障害者旅客運賃割引規定によると以下の方が第１種です。 

【第１種の方】 

ア 知能指数がおおむね 35 以下の者であつて、日常生活において常時介護を要する 

程度のもの 

イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね 50以下の者であ 

つて、日常生活において常時介護を要する程度のもの 

  とありますので、これ以外の方が第２種となります。 

 

【割引の内容】 

第１種の方と介助する方は・・・ 

普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期券 ⇒ 半額 

第１種・第２種の方（１名）は・・・ 

普通乗車券 ⇒ 半額 

ヘルパーさんとお出かけの場合も、「介助する方」の分の交通費はご家庭でとなり

ます。ただ、このような交通運賃制度があるので少し負担がおさえられる仕組みで

す。 


